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１．公募の趣旨 

市川市では、第６期市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２７年度～平成２９

年度）に基づき、介護保険施設等の基盤整備を進めています。 
本公募は、この計画に基づき特定施設入居者生活介護の拠点を整備・運営する事業者を評

価するために実施するものです。 
 
 

２．公募概要 

（１）基本要件 

 ①対象施設 
  混合型特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）を提供する

介護付有料老人ホーム ２施設 
 ②定員 

１施設あたり、定員５０人とします。 
 ③サービス提供形態 
  一般型又は外部サービス利用型のどちらも可とします。 
 ④整備形態 
  新築・増改築を問いません。 
   ※新たに増床、転換する介護居室の定員は、５０人以下であること。 

※施設全体が特定施設入居者生活介護の指定を受けられる設備・構造を有すること。

また、居室の変更を伴う場合には、当該入居者から確実に同意を得られること。 
※増改築の場合は、現入居者にとって不利な条件とならないこと。（入居費用の増加、

居室面積の縮小など） 
 ⑤対象圏域 
 ・市内全ての日常生活圏域（市街化調整区域、工業専用地域での設置は不可とします。） 

・募集圏域の設定はありませんが、比較的整備の進んでいない地域における設置計画に

ついては、望ましいものとして考慮します。（別紙資料１、別紙資料２参照） 
 ⑥整備予定年度 
  平成２７年度（平成２８年３月３１日まで） 
 ⑦その他 
  関係法令等を満たす計画であること。（主な法令等は以下のとおり） 
  ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等 
  ・千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針及び千葉県有料老人ホーム設置に係る事前協

議等実施要綱 ※千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針等につきましては、千葉県

健康福祉部高齢者福祉課 WEB サイトを参照してください。 
  ・千葉県有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱に基づく事前協議における要請

等に関する指針（市川市） 
  ・都市計画法、建築基準法、消防法等その他関連する法令等 
   関係部署等との事前相談を行い、当該計画の実現性についてあらかじめ確認してくだ

さい。（別紙３に記入し提出してください。） 
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（２）望ましい要件 
 ①医療体制が充実していること。 
 ②介護付有料老人ホームの整備が進んでいない地域へ設置を計画すること。 
 ③入居一時金及び月額利用料が一般高齢者でも入居できる金額であること。 
 ④入居者の多くを市川市民で見込んだ計画であること。 
 

 

３．応募要件 

応募事業者は、以下の資格要件を全て満たす法人であることが必要となります。 

（１）事業主体は法人格を既に有していること。 
（２） 介護保険法第７０条第２項各号及び第１１５条の２第２項各号の規定に該当しないこと。  
（３）応募法人（運営法人）自らが開設し、県の指定を受けるものであること。 
（４）法人税等を滞納していないこと。 
（５） 会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続きを行っている法人ではないこと。 
（６）過去３年間に所轄庁の監査等においての指摘事項が改善済み又は法人運営・施設運営

等に関して過去に重大な問題等を起したことがないこと。 
（７）運営主体の財務状況が健全であること（当期純損益が３期連続で赤字経営ではないこ

と、直近の決算書にて債務超過でないことが確認できること）。 
（８）役員等が、市川市暴力団排除条例（平成２４年市川市条例第１２号）第２条に規定す

る暴力団、暴力団員及び第９条に規定する暴力団密接関係者でないこと。 
（９）法人の所在地が近隣市であり、なお且つ介護保険サービスを適正に提供している実績

があること。 
（10）介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の様々なニーズにきめ細かく応えることがで

きる能力、資金及び意欲を有しており、長期的に安定した運営ができること。 
（11）事業を実施する建設用地及び建物については、設置者が所有権を有すること又は取得

が見込めること。ただし、賃貸借契約又は地上権等の設定による場合は、入居契約の

契約期間中における入居者の居住の継続を確実なもとするため、その契約関係につい

て長期の契約期間を設定すること。 
（12）原則として、事業計画書の提出後、計画内容を変更しないこと。 
 
 

４．補助金 

市から施設整備に係る補助金制度はありません。全て、事業者の自己資金等による整備と

なります。 
 
 



- 3 - 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 
 

 

５．受付期間及び提出方法 

本公募への申込を希望する事業者は、次により応募書類を提出してください。市にこれら

の書類を提出した事業者を応募申込者とします。 
（１）受付期間及び提出場所 

受付期間 提出場所及び問合せ先 

＜平成２７年度＞ 

平成２７年３月１１日（水）から 

 平成２７年４月 ７日（火）まで 

（土曜・日曜・祝日は除きます） 
午前９時から午後４時まで（時間厳守） 
※郵送による書類の受付はしませんので、予め

電話予約の上来庁願います。 

※応募する前に必ず事前相談をしてください。

市川市八幡１丁目１番１号 
市川市福祉部 高齢者支援課 管理班 
担当 林、堀 
電 話 ０４７（７０４）０２８３（直通）

ＦＡＸ ０４７（３３６）８００８ 
Ｅ‐mail：koreishashisetsu@city.ichikawa.chiba.jp  

 

（２）提出部数 １２部（正本１部、副本（コピー可）１１部） 

 

（３） 作成上の注意 

①直接持参し、提出してください。郵送・宅配業者等での提出方法は、受付けません。 
②提出書類は表紙を付け左綴じとし、目次を付けるとともに、各書類には（ページの下・

中央に）ページ番号を付けてください。 
③文字サイズは原則１０．５ポイント、横書きとしてください。 
④提出書類は、特段の定めがない限り、原則として日本工業規格Ａ４型で作成し、書類名

（略称可）が分るように右端にインデックスを添付し、ファイルに綴じてください。なお、

インデックスについては、「１０．提出書類等について（P６、７）」で★印がついてある部

分に対し、作成してください。 
⑤提出書類不備・不足の場合、審査の対象から除外となります。注意してください。 

 
＜提出書類の綴じ方の参考例＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
左側で閉じる 

平成 27 年度開設分 

(市川市特定施設入居者生活介護事業)

標題、サービス名を記載

  

公 募 書 類 一 式
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法
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（法人名) 

ページ表記 

Ａ４版 

【事業計画書】

右肩に項目名 
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画
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設
の
概
要

-１-
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（４）提出書類について 

  ①提出書類については、本公募要領の「１０．提出書類等について（Ｐ６、７）」の作

成手順に沿って作成してください。 

  ②提出書類に必要な様式類については、高齢者支援課 WEB サイトよりダウンロードして

ください。 

  ③本申込みの受付期間終了後は、応募者の都合による計画変更は一切認めません。なお、

本市が必要と判断した場合は、本市から書類追加、補正等を求めることがあります。 

  ④契約者同士で原本を保管する必要があるもの（土地売買契約書等）は、写しの提出で

構いませんが、法人代表者名で次のような原本証明をしてください。 

 

＜原本証明の例＞     この写しは原本と相違ないことを証明する。 

                 平成  年  月  日 

                  株式会社 ○○○○ 

                  代表取締役 ○ ○ ○ ○ 実印 

 

６．応募に当たっての留意点 

（１）応募に必要な書類に不足・不備等がある場合は、受付することが出来ませんので、受

付期間最終日の提出は、極力避けてください。 

（２） 提出された種類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

（３） 応募にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。 

（４） 他の応募者の計画の内容に関しての問い合せについては、直接又は間接の如何を問わ

ず、一切応じません。 

（５） 本応募における用地（建物）権利者又は地域住民等との間の確約書等に基づき生じた

損害賠償請求権等については、応募者の責任に帰する事項であり、市川市はその責任

を負いません。 

（６） 応募受付後に辞退する場合は、応募辞退届（別紙資料４）を提出してください。 

 

７．審査（選考）方法 

第１次審査及び第２次審査の結果を総合的に評価し、整備事業予定者を決定します。 

（１） 第１次審査 

応募した法人から提出された申請書類に基づき、書類審査等を行います。 

（２）第２次審査 

法人の代表者等から施設の運営方針等についてヒアリング等を行い、事業に対する考え

方、理解度等を総合的に評価する審査を行います。 

（３）選考結果 

  結果については応募のあった応募者に文書で通知します。選考結果についての電話・文

書等による問合せには応じないものとします。 

（４）事業者の公表 

  応募状況・選考結果は、高齢者支援課 WEB サイトで公表します。 

（５）その他 

 評価の合計点に基づき、全応募者の順位付けをし、最も合計点の高い第１順位事業者を

整備事業予定者として評価します。また、第１順位事業者が辞退等により、整備事業予定

者でなくなった場合は、繰上げにより第２順位事業者を評価することといたします。 
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８．スケジュールについて 

 今後のスケジュールについては、次のとおりです。都合により日程等の変更が生じる可能

性もありますので、あらかじめご了承ください。 

日  程 内  容 

平成２７年３月１１日（水）から 
平成２７年４月 ７日（火）まで 

応募受付（申請書類の提出） 

平成２７年４月中旬 
第１次審査（地域密着型サービス事業者等評価委員に

よる審査会において、書類審査等を実施） 

平成２７年５月中旬 第１次審査結果通知 

平成２７年５月中旬 

第２次審査（地域密着型サービス事業者等評価委員に

よる審査会において、第１次審査通過者によるヒアリ

ング等を実施） 

第２次審査の結果を通知するとともに、第２次審査の

結果及び整備予定事業者を WEB サイトにて公表、 
県へ意見書交付 

平成２７年５月下旬以降 ＜千葉県との協議になります。＞ 

以後、指定を前提とした千葉県と事前協議開始。 

 

９．質問等の受付について 

（１）受付期間 

平成２７年３月１１日（水）から３月１３日（金）午後５時までにＦＡＸ又はメールに

より受信したものになります。 

 
（２）質問票の記載について 

①質問票（別紙資料３）に要旨を簡潔にまとめ、質問事項１件ごとに作成してください。 
（１通の質問票に複数の質問事項を記載しないようにしてください。） 
②質問票到着後、質疑内容に関し確認をさせていただく場合がありますので、市あてに

送付した質問票の控えを保管しておいてください。 

 
（３）質問の受付方法 

質問につきましては、質問票（別紙資料３）にご記入の上、下記のＦＡＸ又はメールに

より提出してください。これ以外の方法(電話、口頭等)での質問はご遠慮ください。 
 
＜送付先＞ 

市川市福祉部 高齢者支援課 林、堀あて 
Ｆ Ａ Ｘ：０４７（３３６）８００８ 
Ｅ‐mail：koreishashisetsu@city.ichikawa.chiba.jp 

 
（４）質問に対する回答方法 

受付期間中に受付けた質問については回答書を作成し、３月１７日（火）までに、高齢

者支援課 WEB サイトで掲載いたします。 
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１０．提出書類等について 

事業計画書につきましては、次の内容の各項目に沿って作成してください。なお、★印の付

いている箇所については、インデックスを作成してください。 

１．市川市特定施設入居者生活介護事業 事業計画書 ★ 

 必要事項を記入し、作成してください。 

２．運営実績 ★ 

別紙１に従い運営実績を作成してください。 

３．施設の概要 ★ 

別紙２－１施設の概要、別紙２－２設備の内容に従い作成してください。 
４．有料老人ホーム設置・運営に対する基本的事項（書式は任意）★ 

（１）基本理念  

 法人の基本理念を示してください。（運営にあたり、入居者の福祉を図るための介護目

標や環境等について） 
（２）介護サービスに対する方針 

介護サービスの提供方針・内容等を具体的に示してください。 

（３）相談・苦情への考え方と取り組み 

入居者や家族等からの相談や苦情に対する取り組みについて具体的に示してください。 

（４）衛生管理の考え方と取り組み 

施設の衛生管理及び入居者の健康管理などについての考え方と取り組みについて具体

的に示してください。 

（５）安全対策の考え方と取り組み 

施設内外での事故防止、危機管理、非常災害発生時の対応などの安全対策についての考

え方と取り組みについて具体的に示してください。 

（６）職員の研修の考え方と取り組み 

  職員研修の考え方と取り組みについて具体的に示してください。 

（７）地域との連携の考え方と取り組み 

入居者が地域社会の一員として生活できるよう、地域との連携や協力体制、また、地域

ボランティアの活用について具体的に示してください。 

（８）その他 

 上記提案以外に何かございましたら示してください。 

 ５．土地利用・建築に関する協議事項 ★ 

  別紙３に従い作成してください。 

 ６．資金計画 ★ 

  別紙４に従い作成してください。 

 ７．地元説明 ★ 

  別紙５に従い作成してください。（添付資料：設置予定地周辺住民の同意書等） 

  ※地元説明にあたっては、「市川市に応募し、事業として評価されることが条件であるた

め、事業化されない場合がある。」旨を説明資料等に記載するなど、十分注意してください。  

 ８．望ましい基準への取り組み状況 ★ 

  別紙６に従い作成してください。 

 （添付資料：協力医療機関等との業務提携契約書・同意書等） 
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９．有料老人ホームの設置に係る事前協議書 ★ 

 （１）「千葉県有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」別記第１号様式 

   ※各項目とも指定様式はありませんので、任意様式で作成してください。 

  ①設置主体に関する事項 ★ 

   ・事業概要（法人沿革等） 

   ・法人の役員（就任予定者）名簿、履歴書、身分証明書（監査役を含む） 

   ※有料老人ホームの経営について知識経験を有すると共に、高齢者の介護について豊

富な知識、経験を有する役員がいること。（該当する者が役員の中にいないが、具体的

な就任予定がある場合、その就任する書類を提出すること。）    

   ・代表者の履歴書（本籍・学歴不要。職歴及び職種を記載） 

   ・定款又は寄附行為（最新のもの） 

   ・法人登記簿謄本（応募申込日前、３ヶ月以内に発行のもの) 

  ②立地条件に関する事項 ★ 

   ・位置図（縮尺１/2,500 程度）★ 

   ・交通の便と周辺の状況を示した図（縮尺１/1,500 程度）★ 

   ・公図の写し（最新のもの）★ 

   ・設置予定の土地の登記簿謄本 ★ 

   ・建物配置図・平面図・立面図（Ａ３）★ 

   ※平面図は、少なくとも廊下幅や各部屋の寸法等が分かるものとすること。 

   ・現況写真（付近の現況をカラー写真で数枚程度、Ａ４版の台紙等に添付すること。） 

    ・排水計画図 ★ 

   ・設置予定の土地を買収する場合にあっては地権者の売買内諾書、賃借する場合にあっ

ては地権者の賃借内諾書 ★ 

  ③事業計画に関する事項 ★ 

   ・施設の運営方針 

   ・施設の利用料金等 

   ・資金の融資を受ける場合にあっては、金融機関等の融資内諾書 

④その他の事項 ★ 

・財務状況 ★過去３年間の決算書（財産目録、賃借対照表、資金・事業収支計算書） 

・運営規程 ★ 

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ★ 

・スケジュール ★（土地取得、建築確認申請、住民説明、着工、竣工、開設等を時系列に記載）  

・ごみ処理対策の支障の無について確認できる書類又は対策が記載された書類 

・し尿処理対策の支障の無について確認できる書類又は対策が記載された書類 

・汚水処理対策(下水道処理を含む)の支障の無について確認できる書類又は対策が 

記載された書類 

・施設設置場所に係る公害(排水、煤煙、通風、日照等)の支障の無について確認できる 

書類又は対策が記載された書類 

・上下水道対策(認可計画、給水区域人口、水源、新設拡張の要否等)の支障の無につい

て確認できる書類又は対策が記載された書類 

・接続道路について、公道の場合は名称及び幅員、私道の場合は、敷地延長による市道

や道路位置の有無について記載された書類 

・当該入居者からの同意書（※新設以外で新たに増床、転換する場合のみ添付） 
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市川市内の介護付き有料老人ホーム設置状況 

 

平成 2７年３月１日現在 

番号 施設名 所在地 
定員 

（人） 
経営主体 

１ ウェルピア市川 柏井町 1-1073 
自:183 

介: 72 
㈱メッセージ 

２ まどか本八幡 南八幡 2-19-14 48 ㈱ベネッセスタイルケア 

３ 未来倶楽部南行徳 南行徳 1-14-5 84 ㈱未来設計 

４ まどか南行徳 相之川 3-9-11 48 ㈱ベネッセスタイルケア 

５ まどか本八幡東 南八幡 1-23-14 48 ㈱ベネッセスタイルケア 

６ ベストライフ市川 田尻 4-12-5 44 ㈱ベストライフ 

７ オアゾ市川 稲越 57-１ 60 ㈱オアゾ 

８ プレジールヴィラ市川 須和田 2-17-6 60 国分土地建物㈱ 

９ 
ライフ＆シニアハウス市

川 
市川南 1-1-1 

自:85

介:39
㈱生活科学運営 

10 アイホーム市川まつひ台 大町 558 47 ㈱アイメディケア 

11 イリーゼ市川・別邸 北国分 2‐32‐5 50 長谷川介護サービス㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

別紙資料 １ 



- 9 - 

平成 27 年３月１日現在 

日常生活圏域における介護施設等の整備状況（参考資料） 

 

別紙資料 ２ 

特別養護老人ホーム 13 ヶ所(ショートスティ併設 11 ヶ所) 

老人ショートスティ用居室のみ２ヶ所 

介護老人保健施設８ヶ所 

養護老人ホーム１ヶ所 

ケアハウス５ヶ所 

 訪問看護ステーション 

12 ヶ所 

 認知症デイサービス 

４ヶ所 

グループホーム 13 ヶ所 

小規模多機能４ヶ所 

介護付き有料老人ホーム 11 ヶ所 

 地域包括支援センター 

４ヶ所 

 夜間対応型訪問介護 

１ヶ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

２ヶ所 

北部 

西部 

東部 

南部 

平成 26 年度整備分（整備中）

小規模多機能型居宅介護 

グループホーム 

平成 26 年度整備分（整備中）

特別養護老人ホーム（増床分）
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市川市特定施設入居者生活介護に関する質問票           

   平成  年  月  日 

市川市福祉部 高齢者支援課 行 

法 人 名                               

所 在 地  

担当者名  

連 絡 先 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

メールアドレス  

質問事項 

 

※平成２７年３月１３日（金）午後５時までにＦＡＸ又はメールにてご返送ください。 
回答は、３月１７日（火）までに、福祉部高齢者支援課 WEB サイトにて掲載いたします。

個別に回答が必要な項目に関しましては、電話にてご連絡いたします。 
      市川市福祉部 高齢者支援課 管理班 林、堀 

ＴＥＬ ：０４７（７０４）０２８３ 
ＦＡＸ ：０４７（３３６）８００８ 
Ｅ-mail：koreishashisetsu @city.ichikawa.chiba.jp 

別紙資料 ３ 



- 11 - 

 
 
 

平成  年  月  日 
 

市川市特定施設入居者生活介護事業 応募辞退届 

 
市 川 市 長 
 

                    所 在 地               

                 法 人 名               

                    代表者氏名            ㊞ 

電話番号               

 
 

平成  年  月  日付けで、公募に係る応募を下記の理由により辞退します。 
 
 

記 
 

１ 辞退理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙資料 ４ 
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   ＜問合せ先＞ 

  

      市 川 市 福 祉 部 高 齢 者 支 援 課  管 理 班 

 

       〒２７２－８５０１ 

        市川市八幡１－１－１(市役所本庁舎２階) 

        電 話 ０４７(７０４)０２８３（直通） 

        ＦＡＸ ０４７(３３６)８００８ 

 
 


